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明治三・四○年代の社会と教育

一天皇制の動揺と再統合をめぐって－

TheJapaneseSocietyandEducationduringthe30，sand

the40sofMeijiPeriod-inrelationtoDisturbances

andReintegrationoftheTenn6System・

田中克佳
KtIjsz`yOsﾊｉＺｈｒｊｚａﾉｬ〃

が進行する。本稿は，天皇制の整備．強化の一環として

の教育体制強化の進行及び天皇制の動揺と支配層におけ

る再統合の諸方策を｢'1心に，この時期における日本の社

会と教育についての通史的理解を試みようとするもので

ある。

第一節天皇制教育体制の強化

教育勅語の成立は，国民にとって教育の一元的・究極

的な目標が，天皇の名の下に指示されたことを意味し，

以後これは，天皇制の精神的支配原理として機能させら

れることになる。日清戦勝と資本制の成立を背景に就学

率の上昇，教育制度の整備・拡充がはかられ，国民への

教育機会の拡大がもたらされる幻一方で，教育は，この

勅語の繍神を阿民に浸透させることを重要課題とし，こ

の方向での教育の統制・強化が進行する。

明治30年代前半期における，小学校の教育課程及び中

学校・高等女学校の「教授要目」の国定は3)，まさにこ

の方向での整備・強化として機能することになり，これ

は以後の教育実践を規制する有力な枠組みとなった。

教科書国定制度の成立さらにこの方向で，最も有効

な万策として機能することになったのが明治36年４月確

立する小学校教科書の国定制度である。

教科書は，明治19年以来検定制度の下にあった（小学

校のみならず'１:I学校・師範学校についても)。すなわち，

文部省:検定済みの多数の民間発行の教科書を，府県の教

科用図書審査委員会が審査し，その上で府県知事が採定

することになっていた。当初「図書ノ教科用タルニ弊害

ナキコトヲ証明スルヲ旨卜シ其教科用上ノ優劣ヲ問ハサ

ルモノトス」（教科１１]図書検定規則第一条〔明20〕）とし

た検定基準が，教育勅語成立後の明治25年３月の改正で

は，教科書の内容ということにその重点を移行させられ

はじめに

懸案の政治原理,大日本帝国憲法をＩＤ治22年に発布し，

翌23年国民道徳の原理としての教育勅語を漢発した明治

政.府は，天皇を頂点とする支配機;櫛づくりに成功し，こ

こにいわゆる天皇制国家主義体制の根幹的発想が整っ

た。

明治初期，唱えＩｔ１された「個人のために」といういい

方は，このたびは明確に「国家のために」と訂正され，

既存の共同体的関係Ｄの1,k艦の｣二に，忠良な臣民と打っ

て一丸となって欧米列強に追いつき追い越すこと（「忠

君愛国｣）がＭ１]侍された。こうして，この方向での天皇制

の整備，強化が進行する。

明治２７．８年戦われた日清戦争は，わが国の産業革命

を進展させ，資本制の発展を導いた。－万，戦勝国とし

ての権益(遼東半島の割譲）を,露・独・仏三国の干渉に

よって放棄せしめられるというljil際政治の現実は，国民

の「国家のために」という意識を刺激し，「忠君愛国」

意識の浸透も進んだ、こうしてさらに'0年後，日露の間

に戦われた戦争（明３７．８年）は，「国家のために」窮

乏に耐えて戦われたにもかかわらず，その終結によって

もたらされた，依然として変らぬ窮乏は，この「|別家の

ために」という国民の意識に大きな動揺を与えた。また

両戦争を経過する111で生じてきた都市における中間層の

出現，寄生地主制の成長にともなう農村構造の変化は，

天皇制の基盤としての社会構造の変化をもたらし，また

殊に都市インテリ層に顕著な自我意識の目覚めは，国の

ため・君のため・家のためという天皇制を支える意識構

造に動揺をもたらし，これらのことが支配風における危

機意識を喚び起した。

こうしてこの時期，天皇制のIIj統合をめぐって賭方策
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師範学校の廃止論や，このような不始末の元兇として文

部省を廃止し，内務省教育局とする案が出る有様であっ

た。

この事件によって検定制度批判は一層i１．iまり，また大

手の教科書会社のほとんどがこの躯件に連座していたた

め，さきの処罰規定によって当時の教科Tl}の大部分が使

用不可能となることは明らかであった。こうして「是は

甚だ不詳の事であるけれども多年の積弊を一掃するに於

ては誠に好時機であると認め，又予て私の是非実行しな

ければならぬと思って居った国定の験は此際一日も猶予

す可らざるものであると者へ教科書国定の誌を直に閣

議に提出して同意を得」（ﾛj所美治編『菊池文相演述

九十九集』)，国定制度は一挙に実施されることになった

のであった。

明治36年４月小学校令第24条を改めて「小学校ノ教科

用図書ハ文部省二於テ著作権ヲ有スルモノタルヘシ」と

規定し，ここに小学校教科,１１の国定制度が確立されたの

であった。

小学佼令では，まず修身・'二1本歴史・jll｣理・国語読本

を絶対的に国定とし，他は文部大臆の検定した教科書を

も認めうるようにしたが，1,1年の小学校令施行規則で，

算術・図画も国定に加えられた。国定制度では，小学校

の主要教科書は文部省で編纂し，その翻刻発行及び供給

を民間にまかせることにし，そのために「小学校教科用

図書翻刻発行規則」を制定して厳絡な基瀧を定めたが，

一万，定価は最高額を定めることによって従来の２分の

］から３分の１程度の安さになったという。

「教科書国定制度の誤りは極めて明瞭なり。何となれ

ば真善美は官定すぺきものにあらざれぱない」（｢教科

書国定制度を雛ず」明37）といった伊沢修二の非難，省

|ｿ]の批判，その他民間教育[Ⅱ体・教科書会社等からの反

対にもかかわらず，国語読本・書き方手本・修身・歴史

の国定教科評は，明治37年`１月から使用されはじめ，翌

年算術と図画，明治44年からは理科も国定となった｡

こうして第２次世界大戦まで継続する国定教科閥制度

は，ここに発足し国民教育の基本的内容を国家の統制

下におさめる一つの主要な枠組みが確立したのであっ

た。

「哲学館事件」この「教科書事件」と同じ明治35年に

起った,いわゆる「哲学館事件」も,国家の教育統制の強

化を示す重要な事件であった。この年１０月，文部省視学

官以下数名が来京の私立専門学校講学館（東洋大学の前

身）の卒業試験の臨艦に来た際，FII島徳蔵担当の倫理学

の問題「動機善にして悪なる行為ありや」に対して「…

２

ており，こうした動向の中から，まず明治29年貴族院

は，第九議会に「小学校修身科ノ(略)教科用図書ハlKl費

ヲ以テ（略）編纂」することを建議し，翌30年にも「小

学読本及修身科)Ⅱ書」の１１１１賛編纂・簾Iilli供給を建議して

いる。衆議院も，明治33年「徳育帰一ノ本旨」にそうべ

く修身教科書の【i《|定を建溌し，３４年には「現行小学校1M

図脅審査会ノ制ヲ廃止シ小学校用教科川、国費ヲ以テ編

纂」するように翅議している。これらの建議は，国民の

教育統制上の必要論のほか，検定制度の不備，検定教科

書の欠陥，教科Ｔｌ}採定にともなう不正行為などを国定へ

の理由として掲げていた。

こうした教科轡国定化への動きに対して，当然ながら

民間から，国定は真理の官定であり，教科書採定にまつ

わる不正行為の防止は自由採択制によるぺきである，と

いった反対論が提唱されたし，また文部省部内にも国定

に反対し，自由採択制による不正防止・教科i1lの質的向

上等を説く意見があったという｡`）

しかしながら政府は，砿会の建議や'１t論におされて，

明治33年修身教科書調査委員会（委員長加藤弘之）を文

部省内に設けて修身教科TL1の編纂に着手することになっ

た。

有名な，いわゆる「教科書事件」が発生したのは，こ

うした動きの中てであった。前述のごとく検定制度下の

教科書採定は，地方長官の任命する審査委員の審査を経

て，知事によって採定されることになっていたｃそして

－度採定された教科書は，４年間変更できない規定にな

っていた。従って民間出版社にとって，自社発行の教科

書が採定されるか否かは.死活にかかわる大問題であり，

ここに出版社と審査委員との贈収賄の醜聞の絶えない原

因があった。こうした審査採定に関する不正に対して

は，明治34年処罰規定が設けられ，さらに違犯して刑に

処せられた発行者の教科書は，採定取消し及び以後５ケ

年間採定禁止となったが，醜聞は跡を絶たなかった“ま

た－たん採定されると４年間は独占供給となるため，紙

質や印刷の質をおとしたり，利益の少ない教科i坪は供給

を怠る出版社が現われることにもなった。

明治33年の改正小学校令に伴う規則改正で，字音仮名

遣改定,5)教育漢字の'’200字内外制限にともなう新編纂

教科書の採定をめぐって，３３．４年頃，111版社の運動が

激烈となり，明治35年末，遂に「教科書事件」といわれ

る大疑獄ｊＥｌ司り件が明るみに出ることになったのであった｡

全国30数iii府県にわたる大規模な摘発検挙で，知事をは

じめ視学官・師範学校長・師範学校教貝・'１１学校長など

百名を越える被検挙者が出，多数の嫌疑者を出した高等
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…動機ならざりし結果の部分を見て，之に善恕の判断を

下すべき者に非ず゜否らずんぱ自由の為めに試逆をなす

｢音も責飼せらるぺく……」と答えた生徒があった□そし

てこれが視学官をいたく刺激し，報告を受けた文部省

は，哲学鰭の「倫理教科課は国体上大不部f今なる事を

含有せり」（以上，引用は『時事新報』明３６．１．２８）と

し，国体，すなわち実質的には天皇制への危険思想を鼓

吹するものとして，中島は朽学館と東京高等工業学校の

教壇を追われ，またその年度の哲学館卒業生の中学校nlli

範学校教員無試験検定を不合格とし，あわせて予ねて許

されていたこの特典の取消しが通告された（IⅡ]治40年ま

で剥奪された）という事件である。

このlIii言論界は，ほとんど大部分が｢１１島擁遡に立った

Iこもかかわつず，権力の学|川干渉の根本問題点である国

体と学問の独立の関係をW]示する立論は，ついに現われ

なかったという。結局文部満側の要求のままにＩ料件は落

着したのであった。勅語成立後の国体論の威光と特典与

奪のi髄を背景に，国家の統iMl力が官立のみならず私立に

まで及ぶに至ったこの事|'|:は，天皇fliI教育体ililの強化と

して機能した事件であった。

同Ⅱ!『に，地H1と消費税を'二''心に’億円以１１にも及ぶ増税

が実施され，それは主として，労働者と農民によって負

担されたのであった。

緒戦における日本の]三導権にもかかわらず，やがてき

た戦力の枯渇，経済的・財政的窮乏は，日本の戦争継続

を困難ならしめた。３８年５月，ロシア･パルチック艦隊

の全滅を好機として日本は，講和斡旋をルーズベルトに

一任し,こうしてアメリカのＩＩｌ１介のもとに,明治38年８月

ポーツマスに講和会議がもたれたが，敗戦を認めないロ

シアを前に，戦費賠償の条件を撤回することによってか

ろうじて識『'1に成功することになったのであった。

この戦争によって日本は，在来の植民地台湾のほか

に，朝鮮と南樺太を植民地に力Ⅱえ，さらに南満州におけ

るロシアの権益を継承し，これらの経営のために行われ

た多大の財政投資等を通じて，戦後日本の産業は飛躍的

に発展した、従来にひきつづき日本資本制の｢'''０部門

は軽工業であったが，さらに'1m治34年設立の官営八幡

製鉄所を中心に急激に発展しはじめた重工業部門をも加

えて，｜旨I:ｲKの資本iliUは，ほぼ｢|立の近代的大工業に立脚

できるようになった。またこの時期電気１１F業の著しい発

達に伴って，日本の工業の機械化が急速に進み，わが国

のl墜業革命は，ほぼこの頃完成したといわれる。

このような日本資本制の急速な発展の''1で，戦後は産

難・金融・交通における資本の集中が急速にすすみ，初

期的独占資本の形成がみられるにいたる。この進展の一

端を荷って政府は，術[１１１主義的[F1際情勢を背景に，八幟

製鉄所の拡充，鉄道１１Ⅲ付（明39）のごとく官業を拡大

し，保護関税を強化し，渚産業への保護強化を通じて大

企業との結びつきを強めてゆくことになる｡

「日比谷焼打ち事件」資本主義諸企業にとって日露戦

争は，極めて有利に作11]したことはいうまでもないが，

他方講和によって莫大な償金がころがりこみ，戦時の増

税によって強いられた生活苦が解消されるものときめ込

んでいた国民大衆は，賠償金を一銭もとりえないことを

知って憤激した。世論は，屈辱条約.′講和反対／を

叫び，講和反対の大運動が展開されることになる。

［|艫講和直後の９)］３１１，大阪における市民大会は，

閣員元老の問責・講和破棄・戦争継続を決議し，３日か

ら４日にかけて全国各地で同様の集会・決議がなされた

のであった。９月５Ｆl東京に発生し，さらに地方渚都市

にまで波及することになった日比谷公園における講和反

対|Ｍ民大会DII後のいわゆる「日比谷焼打ち事件」で群衆

は，警察署・交番・教会・民家・電車等を焼き払い，内

相官邸・御用新聞社を襲撃した。それら群衆のうち被起

第二節天皇制の動揺

日露の戦いと日本資本制の発展国内的に，資本iljllの

成立･発展が進行する一方で,天皇ilillの強化が没i１Ｍしつつ

あったこの時期（明治33年一中国民衆による反帝運動

「義和団」の鎮圧一の頃）は，｜刊際的には，資本主我

的世界のいわゆる「世界分割」が終って「再分割」のた

めの強風間の「世界戦争」が必至となった時期（江口朴

郎『帝同=E義の時代』）であった．１１滴戦勝による割譲に

もかかわらず，露・独・仏三国の干渉のもとに遼島半１＄

の還付を余儀なくされた'1本国民は，「臥薪縛胆」を合

言葉に，増税による軍事力の大拡抜に堪え，この明治３３

年には11本は，義和団鎮圧の連合軍（露・英・独②仏・

米・奥・伊・Ｆｌ）３万２下のうち1万２千の兵を送り，

列強帝国主義の「極東の懸兵」たるまでになっていたの

であるｃ

こうして日清戦争から1011重後の明治３７．８ｲ1旦戦かわれ

た日露戦争は，かねて朝鮮・満州をめぐっての日露の角

逐，明治35年成立の日英Ii1MHを背景に，明治37年２月嵐

戦布告に先立つ日本海軍の奇襲によって戦端が開かれた

のであった。この戦争は，Ｒ本陸海電の「連戦連勝」の

うちに展開したにもかかわらず，直接戦費だけでもI1i11j

戦争のほぼ10倍にも及ぶ2()億円近くにのぼり，うち約８

億円は英米で募集した外l1il債によってまかなわれたが，
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訴者約百名中の大部分が，Ｉif夫馬丁から聯人・人足・職

工及び小商人にいたる下周の人びとであったことは，こ

の事件が，戦時｢１１の1W税と物lilli騰貴にともなう生活窮乏

に対する鱒憤の爆発であったことを示している。

と同時に，この躯件に象徴されるこの覗態は，「国家

のために」ひたすら「臥薪'(Wlu-1にM1iえてきた|I|民大衆

の，「国家のために」という気持に大きな、l揺が生じて

いることをも示している。こうして国民大衆のl+Iに生活

理念をとり落した者にくる虚111(頽廃感が，あるいは「|玉ｌ

家のために」から大きく振れた「個人のために」をjiIllと

する意識・行動が，あるいは復椛し，あるいは進展し，

あるいは目覚めてくるのである。

自我の目覚め夏目漱石が「近頃の青年は我々時代の

青年と違って自我が強過ぎて不可ない。我々の讐生をし

て居る頃には，する事為すｉｌｉ－として他を離れた事はな

かった。凡てが，君とか親とか，岡とか，社会とかみん

な他本位であった。それを－口にいうと教育を受けるも

のが悉く偽善家であった。其偽糠が社会の変化で，とう

とう張り通せなくなった結果，漸々自己本位を思想行為

の上に輸入すると，今度は我恋識が非常に発展し過ぎて

仕舞った。甘の偽善家に対して，今は砺悪家許りの状態

にある｡」（『三四郎』ＵＪ４１）とｉＩｉＩ:いたのは，丁度この

頃のことである。この漱石の指摘にもｌｍらかなように，

｢自己本位」「我意識」はこの頃にはすでに一般的風潮と

して認識されるまでになっていたのである。こうした個

人意識ないし近代的自我が，移入思想としてではなくわ

が国に目覚めてくる時期は，明治の3〔)年代であるといわ

れる.それには，日清戦争後産業革命が進展する中で，

大都市への人口集中が始まり，国家・君主・家のためと

いう伝統的生活理念から比較的解放された，また欧米の

個人主義的思想にふれた新しい階l河，インテリ・サラリ

ーマンと称される中'131画の誕生が，その背景をなしてい

たといわれる。そしてこの中ｌＨｌｍの主要邪を，やがて繩

成することになる学生屑において，この反伝統，つまり

自我中心の世界への目覚めは顕著なものがあったといえ

る。

事実，明治36年５月，「悠々たる哉天蝋,遼々たる哉古

今，五尺の小躯を以て此大をはからんとす。（略）万有の

真相は唯一言にして悉す，曰く『不可解J・我この恨を

懐て煩悶終に死を決するに至る。（略)」という「磯頭之

感」を残して，日光華厳の樋に身を投じた－高生藤付操

の死は，当時の青年に大きな共！〔Jとショックを与えたと

いう。自我の目覚めと煩１Ｍ不安が，当時の多くの青年

の心をとらえていたのである。

当時自我の目覚めは，時代に－つの潮流をつくりはじ

めており，こうして目党ぬた自我は，偶人主義的自我拡

張に一つの方向を見いljL，あるいは社会的自我の目覚

めとして社会主義にもう一つの方向を見い出すことにも

なるのである。

前者の例として，「繭の胸に王国を認むるものにしと

初めて与に美的生活を語るぺけむ」（『美的生活を論ず』

明34）と論じた商'11棚牛や，官能を大胆に歌いあげた歌

集『みだれ髪』（明34）を'1ｔに問うた与謝野晶子などを代

表的にとりあげることができようし,後者の例としては．

キリスト教的ヒューマニズムに支えられて初期社会主義

運動のｌＩ１心となった片山潜・木下尚江・安部磯雄（明治

34年，幸徳秋水ほか２人と社会民主党結党に参加。結社

は届出即日禁止さる・）らを，その代表として指摘するこ

とができるであろう。

さらに，こうした潮流の王澳な一環を形成したとみら

れる学生たちについてこれをみてみると，さきに指摘し

た糸ずからの哲学にのっとってみずからの生命を断った

藤村操の例や，それをめぐっての煩悶・不安は，主体的

自我の目覚めとしてうけとれるであろうし,以下の例は，

彼らの社会的自我の'三ＭM;めとしてみることができるであ

ろう。

例えば，栃木県進出代識土1,1↑'正道が生命を１１間して訴

えつづけた足尾鉱71ji問題が，ようやく世論の大問題とな

った明治3斗５年，学生達は官私を問わず”被害地視察

・報告演説会・被害民救済の路傍演説会などに多数参加

し，官椛の禁止・妨害に対抗しながらこの運動を進めて

いったという事実。

またこの時期，ようやく現われ始めた労資の階級対立

を背景に，先述の，主としてヒューマニズムの立場から

する社会主義運動が，先駆的尖践を開始し，学生たちも

多数これに参加したという１１ヅミ。

そしてもちろん，先述のロ砺識和反対の騒擾に学生が

加わっていたことはいうまでもない。

こうして先述の「'三1比谷焼打ちﾘｶﾞ件」は，個人を軸と

する意識・行勅が，一つのｉ１ＩﾘI流をなしつつあった歴史的

状況を背鼠として起ったIji件であり，それは，Ｕｕ治政府

がその教化のために股火の努力を払ってきた「国家のた

めに」（国家主義）という生活理念に対する国民大衆の

動揺と，すでに芽生えはじめていた「個人のために」

（個人主義・自由主義）を発想のiliillとする生活態度への

大きなうねりの露頭であったとみることができるわけで

ある。

こうしてこの時期（１）｣治30年代末）〈よ，日本の社会に
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の士地集'|'が急進し，地主の寄生化が起る一万で，没落

農民が激珊していった。没落.農民の一部は都TITに流出し

て労働者となったが，当時の日本資本制生l1jEは極めて幼

弱であったから，ごく一部の，しかも主として婦人・子

供の労働が吸収されただけで，これら農民の大半は農業

以外に流'11できず，小作農化せざるをえなかった。こう

して明治20年代はじめには，ほぼ半数の農家が土地を失

って，地主から借りた土地を耕す小作農になっていた．

農業以外に生産手段をもたない零細な農民が競争しつつ

商品嫉産を行う条件のもとで，農産物価格はたえず低水

準におかれ，このような競争は小作料を高率にし，一方

政府の財政政策は，地租・間接税・地方税という形で農

民負担を増大させ，こうして農民，なかでも小作農は窮

乏に追いやられ，日露戦争後の財政負担の増大・不況の

'慢性化は，益々これを圧迫した。

ひきかえに発達し，日露戦争前後に制度としての完成

をみるとされる「寄生地主制度」は，都市に居住して小

作料に座食し，に1分の所有農地の改良は勿論，小作人の

生活に対してさえ全く無関心な大寄生地主を生み，こう

してこれら地主と農村の人格的結合が失われ，かつて国

家と共同体ないし''１央と地方とを媒介したこれら天皇制

の体制的中間層（いわゆる「地方名望家」層）は，国家

権力部内に上昇し，これに代わる新たな中間層の育成，

あるいはそれを埋めるための諸方獺が，当然に問題とな

らざるをえなかった。こうしてこれらは，天皇制の動揺

として意識されたのである。

第三節天皇制再統合への諸方策

「学生生徒など思想取締」こうしてこれらの事態は，

支配層にとっては，天皇制の体制的危機と受け止めら

れ，また帝国主義戦争必至と考えられた当時の国際状況

の'+Ｉで，まさに日本の国家的危機とも考えられたという

ことができる。そこで友lid層は，一層の国力の充実・拡

大と国内統制の強化に腐心・努力することになる。こう

して軍備の拡大，lRl家資本の増大，そして分裂・動揺の

兆した国民精神の国家への再統合あるいは，体制的中間

l｢１１ないしそうした機能物の育成等がはかられることにな

る。

明治39年６月９日文部大砥牧野伸顕によって発された

「学生生徒など思想取締に関する」訓令は，国民教育の

岐高責任者として，以上みてきたような時流への支配層

の危機意識をうけて語り出されたものとして読むことが

できるので，引用する。

学生生徒ノ本分ハ常二健全ナル思想ヲ有シ確実ナル目

「国家」の対極としての「個人」の意識が－つの潮流を

なしていると観念された時期であったということができ

るであろう。人間としての真実を追求する文学の世界に

おいて，「後期｢I然主義」といわれる傾向は，こうした

「個我」の解放をめざしたものとして，文学史上に一時

期を画しているが，その出発がまさにこの時期にあった

のである。その代表とされる島崎藤村の『破戒』（明

39）は，外的秩序の重圧に対して自我の真実に生きる苦

悩を描き，田山花袋の『蒲団』（明40）は，明治の国家

道徳の許容しがたい「性」の問題を赤裸々に扱うことに

よって自己内面の真実を追求していた。かれら1ｺ然主

義文学者は，その傾向において多様であったに.もかかわ

らず，平凡人の日常茶飯事をありのままに描写すること

を通して，国家・家といった既存の秩序観念からの個

我の解放を求めようとする点では共通していたのであっ

た。

農村構造の変化以上みてきたような天皇制の動揺と

意識せしめた時流は，とくに部｢ijにのみ著しい現象では

なかったr，食料生産者・工業原料供給荷・兵力供給源と

して，天皇制日本の基底をなしていた農村･においてこ

そ，既存の秩序動揺の意識は，深刻なものがあったとい

えるかもしれないｃ

都市資本主義・都IIJ文化の農村侵入（交通の発達が大

きく関与している）は，同時に自由主義思想ないし個人

的営利心や自治・自主への自覚をうながした。就学率の

増大にうかがわれるような教育の普及による知的水準の

上昇が，この傾向にあづかっていたであろうことは，推

測に難くない，

こうした自由思想ないし個人を軸とする認識の農村へ

の浸潤が，天皇制への危険な時流として認識されたであ

ろうことはいうまでもないが，さらに日本の資本制化

（まずは主として都市の）にともなう殿付構造の変化，

特殊には，日露戦争前後のこの時期に制度としての完成

をみるとされる「寄生地主制」に死体制の動揺を意識せ

しめる大きな原因があった。

周知のように明治６年の地租改正によって，農民は土

地の私有を認められ，私的経営者（この時すでに小作農

約２割）となったが，同時にこれは，改正地租の金納制

(農業所得の約３割）・交通の発達による都会との往来の

頻繁化.またそれにともなう工業製品の農村流入，等に

ともなって農産物の貨弊化の必要をひき起し，農民は急

速に貨弊経済の中にまき込まれていった。明治14年の紙

弊整理に発する不況（18年まで）は，鰻産物価格を急落

させ，地租滞納・高利の借金を通じて，商人や高利賞へ
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的ヲ持シ刻苦精励他日ノ大成ヲ期スルニ在ルハ固ヨリ

言ヲ侯タス（略）

然ルー近来青年子女ノ間二往々意気鎖沈シ風紀頽廃セ

ル傾向ア（１））（略）現二修学Fllノ者ニシテ或ハ小成二

麦シ著侈二流し或ハ空想二煩悶シテ処世ノ本務ヲ閑却

スルモノアリ

（略）

社会一部ノ風潮漸ク軽薄二流レムトスルノ兆アルニ際

シ青年子女二対スル誘惑ノ旧二益々多キヲカロヘムトス

就中近時発刊ノ文書図書ヲ晃ルー或ハ危激ノ言論ヲ褐

ケ或ハ|MH世ノ思想ヲ説キ或ハIIIH劣ノ情態ヲ描キ教育上

有害ニシテ断シナ収ルヘカラサルモノ甚少シトセス故

二学生生徒ノ閲読スル図書ハ其ノ内容ヲ精査シ有益ト

調ムルモノハ之ヲ勧奨スルト共二句モ不良ノ結果ヲ生

スヘキ虞アルモノハ学校ノ内外ヲ問ハス厳二之ヲ禁迦

スルノ方法ヲ取ラサルヘカラス

又頃者j極端ナル社会主義ヲ鼓吹スルモノ往々各１）T二Ｉｊｌ

没シ種々ノ手段ニ依り教員生徒等ヲ証惑セムトスル者

アリト間ク若シ天し斯ノリ０１クシテ建国ノ大本ヲ鏡視シ

社会ノ秩序ヲ素乱スルカjlllキ危険ノ思想教育界二伝播

シ我教育ノ根抵ヲ動カスニ至ルコトアラハ国家将来ノ

為〆最モ寒心スヘキナリ事二教育二当ル者宜シク留意

戒心シテ矯激ノ僻｣川しヲ斥ケ流毒ヲ未然二防クノ川怠ナ

カルヘカラス（略）

これまで取りあげてきたような学生層・国民大衆１１V|にお

ける精神的時流に対する支配層の危｣倶及びそれへの統制

の姿勢が，極めて明確に示されていることが理解される

であろう。

「戊申詔書」さらにこうした危機意識の切実さは，天

皇の権威を再度持ち出させることにもなった。それがつ

まり，明治41年10月13日喚発された「戊申詔書」（この

年戊申にあたるため，こう称される）である。これは，

朕惟フニ方今人文ロー就リ月二将ミ東西相椅リ彼此相

済シ以テ其ノ福利ヲ共ニス朕ハ笈二益々国交ヲ修〆友

義ヲ惇シ列国ト与二永ク其ノ慶二頓ラムコトヲ期ス顧

ミルニ日進ノ大勢二伴上文明ノ恵沢ヲ共ニセムトスル

固ヨリ}ﾉ]国運ノ発展二須ツ戦後日尚浅ク庶政益々更張

ヲ要ス宜ク上下心ヲ－ニシ忠実業二服シ勤倹産ヲ治〆

惟レ信惟レ義醇厚俗ヲ成シ華ヲ去り実二就キ荒怠相戒

〆自彊息マサルヘシ

抑々我力神聖ナル祖宗ノ遺訓卜我力光輝アル国史ノ成

跡トハ炳トシテロ星ノ加シ裳二克ク1階守シ埣砺ノ誠ヲ

輪サハ国運発展ノ本近ク斯二在り朕ハ方今ノ世局二処

シ我力忠良ナル臣民ノ協翼二碕籍シテ維新ノ皇猷ヲ恢

弘シ祖宗ノ威徳ヲ対揚セムコトヲ庶幾フ爾臣民其レ充

ク朕力旨ヲ体セヨ

と述べて，このたびは国民全体に対して，生活規範の方

向を指示し，教育勅語につぐ恵要詔書として国民は，祝

祭日儀式に際して「奉読」「暗諦」を強要されることに

なるのである。

「家族国家観」こうしてこの時期，国家の指導理念に

対して離反・動揺箸しいと意識された国民大衆の精神的

1U統合のために職極的に利111された理論が,いわゆる｢家

族国家観」といわれるものであった。それは既存の共同

体的'19係に基礎をおきつつ，これを上から組織し統合

するために，儒教的家族主義と移入思想たる社会有機体

論を癒着吻合し，忠孝道徳の補強・国家社会の利益の個

人利益への優先・対外的には国防への要請に応えうる理

論として機能することが期待された。その理論によれ
せき

ぱ，ｎ本は，一つの大家族であり，天皇は父，国民｛よ赤
し

子，さらに家族内にあっては戸主(よ天皇の代行者として

機能する｡こうして国家一村落一家の秩序関係は家

族主義的|砦層組織によって把握され，こうして「国家の

ために」という｣jlUltIづけに代わる，親子の心W;的結びつ

きを利用しての岡民の指導教化が狙われたわけである。

この「家族国家観」は，既にはやく，井上哲次郎の

『勅語術義』'１）（明24）に萠芽的にみられるけれども，最

初のIRI定修身書（明37）にはまだ全く現われず，明治４４

年修正を終った修身書に至って，はじめてその中核的観

念として現われ，その解説普及運動を契機に「国民道徳

論」の名の下に輿|錘しはじめたとされる（石田雄『明治

政治思想史研究』)。

こうしてこの段階にきて「家族国家観」は，わが'団倫

理大系の中核的位置に据えられたことになるというわけ

であるが，このほかにも前述のような時勢への認識をも

とに，支配l圏においてさらにいくつかの国民大衆の精神

的ないし体制的再統合万策が推進された。

その他の諸方策たとえば，忠道徳を公徳とする封建

ilju下，この「道徳と経済の調和」や，一種の信用組合精

神たる「分度推譲｣7）を説き，困窮に備えて生活の安全

を計る報徳仕法を創出した二宮尊徳の卒去50年を機に，

資本制の必然的にもたらす競争を道徳的に調和させる理

論として，あるいは階級調和論として，殊に農村におい

ては，地主・小作の調和論として機能することを期待さ

れて高まった尊徳復興の呼び声の１１ｺで，明治38年１月創

設された報徳会(のち大正元年中央報徳会と改称）運動，

''三Ｉ様の性格を期待されて明治43年11月全国農顎会を再編

して組織された農業指導の中央機関である帝国農会,｢幕
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くまでIlH統とすぺきである（規範派）とする論が主張さ

れた。結局文部省は南朝正統論を確定し，論争は規範派

の勝利として落着することになったわけである。こうし

て文部編修官で問題の教科苫の執筆者の一人であった富

[１１貞吉博士は，２月末，ついに責任をとって休職処分に

付され，明治心1年の修正本は，課名を「南北朝」から「吉

野の朝廷」に改められ，内容も全体的に改められたので

あった。

「大道事件」この事件と同じ４１年１月，かねて審理に

かかっていた率徳秋水らの「大逆事件」の大審院判決が

くだった．この事件は，社会主義運動に対する政府の弾

圧の一つの頂点を示し，これによって社会主義運動はな

がい「冬の時代」に追いやられることになる決定的7何件

として知られている。

初期社会主義運動の一つのピークは，明治３５．６年と

されるが，同時に運動に対する弾圧もこの頃から，とく

に厳しくなっていった。日露戦争への雲行きの中で社会

主義運Iiljは，平和主義からする非戦論を展開し，政府と

まつこうから対立することになる。こうして社会主義運

miIは，支配liTlにおける恐怖の的となりつつあった。

日露戦争後国家資本と独占資本の経営する大事業所を

''1心に，相継いで労働争議・暴動が発生（明治38年－１９

件〔参加人員5013〕明治39年-13件〔2037〕明治40年－

５７件〔9855〕)，）し，鎮圧に軍隊の力を要するものまで現

われた。そしてこれには，峨後明確化してきた労資関係

に対する労働者の階級意識の目覚めということが背景を

なしていた。教育による啓蒙も労働者たちを目覚めさせ

つつあったのである。

こうした情況に直面した支配回が恐MHしたことは，こ

のような労働者と社会主義者との結合であった。実際，

40年２月の足尾銅山暴動においては，この恐れが現実化

し,支配lfIは深刻な恐怖と救訓を与えられたのであった。

こうして,このような情勢に対処すべ〈資本側では,その

設定する枠組からの逸脱には断固たるﾘ1M圧をもって応じ

ながらも，一万で温情的家族主義を打ち出して，４０年代

以降職工養成のための企業内養成制度を普及させたりし

たのである。ところが40年前後頃から社会主義運動の中

に，従来の国法の枠内での運動つまり議会政策による運

Jill，に反対する直接行動論が現われ（まず幸徳秋水によ

って主張された。)，これへ傾斜する動きが出てくる。こ

うした無政府主義的直接行動論が，もともと反社会主義

の天皇制国家権力をいたく刺激し，明治41年７月成立の

第２次桂内閣以降，社会主義運動はとくに厳しい弾圧を

うけることになった。「大逆事件」といわれる明治４３年

未に於ける名糖士族の子弟が組成せる社又は組と称せる

青年の団体，及農工商の間に存せし若連中，若衆組，若

昔連など称へたる宵年団体」の「其名称を青年会又は青

年団体と改め」て「近年に至りてや再び各地に復活」

(中川望「農村自治と青年団体」明41）している伝統

i1tl青年団組織への新たな「国防的」機能への期待・再

編8)，さらに明治43年１１月各地に自然発生していた退営

軍人の尚武・親睦卜Ⅱ体に対する「軍隊と国民とを結合す

る最も善良なる連鎖となる」期待から，軍部によって組

織された帝国在郷軍人会，など。

これらの組織・運動は，「地方における既存の共同体

的関係に基礎をもちつつ，これを上から組織し，統合す

る」（石田，Iiil掲苔)，いわば体iljI的''1間層的機能を期待

されて，支配層指導の下に推進されたもので，天皇制の

補強としての機能を期待されたのであった。

「南北朝正閏問題」こうして天皇制の補強が企てられ

ていたこの時期，支配層をいたく心)１１１．恐怖せしめたい

くつかの事件が起った。その一つが，明治44年勃発して

時の桂内閣を苦しめた「南北朝正閏問題」である。しか

もこれは結１㎡，rIKl体論・11《l民道徳論を強化する上で重要

な役割りを果す結果となったのであるが，その顛末を述

ぺておこう。

最初の国定歴史教科書（明３６）以来，南北朝（〔南〕

後醍醐天皇＝楠木氏一〔北〕光lﾘj院＝足利氏）の取扱い

は，史実に従って対立させて取扱われていたのである

が，この年１月になって，南北朝対立を認めれば楠公と

尊氏が同列となり，忠臣・逆賊の大義名分が不明確とな

って教育上よろしくない，といった指摘が興り，これが

世論の注視するところとなり，２月衆議院に「文部省の

編纂に係る小学校Ｉ１ｊｐ本歴史は順逆正邪を誤らしめ，皇

室の尊厳を傷け奉り，教育の根底を破壊するの愛なき

や」といった質問jTll:が提出されて，政治上の重要IHI題と

なった。－たん扱いを誤れば，内閣の命とりともなりか

ねない皇室にかかわる問題だけに苦境に立ったl1i内閣

は，巧みな懐柔策によって，予定されていた質問演説を

中止せしめ，政治上は事なきをえたのであった。しかし

これに触発された教育界では，この事件をきっかけに南

北朝正閨論争が活発化した。

史実の上では，北朝が支配したこと・明治天皇が北朝

系であることは明白な事実であり，正閏を軽々に決すべ

きではないとする北朝諭ないし南北期対立論（自然派）

が主張された一万で，両朝対立を認めれば忠孝道徳にた

つ国民道徳が成立たない，教育上「規範」に基づく判断

が必要であり，規範としては忠臣に支えられた南朝をあ
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教権の校長への帰一一従って個々の教員は単に校長の

教育方針を学級に具体化するに過ぎない，等一に示さ

れる官僚的学校管理体制の確立は，自律的であるぺき教

育をますます全くの硬直化へと追い込むことになった。

に起った数百名にものぼる社会主義者・無政府主義者の

いつせい検挙は，こうした情勢の中で行われたのであ

り，その検挙理由は，天皇に危害を加えようとした「大

逆罪」ということにあった。この事件は，その起訴者２４

名のうち，結局，幸徳以下12名の者が死刑に処せられ，

残りの12名が無期懲役となって，落着したのであった。

幸徳ら処刑直後の明治44年２月11日出された「紀元節

の大詔」は，深い危機感のもとに，政治の反省をうなが

し，教育に力を入れること・窮民への「施薬救療」のこ

となどを述ぺている。そして政府は，これを受けて，小

学校教育費国庫補助年額を200万円とし，１１１町村立小学

校教員加俸令を一部改正して教員優遇を処置し，また内

努金150万円をもとに各界の寄附を募って恩賜財団済生

会を創設した。３月には多年の懸案であった幼少年・女

子労働者など工場労働者保護のための，年令・男女・労

働時間などの制限をきめた「工場法」が議会を通過（大

正５年９月１日実施）した。

一方同44年５月には，「国民道徳ヲ極養シ健全ナル思

想常識ヲ養成ス」（８月２４１１束京広島両師範学校への通

牒）べく「通俗教育調査委員会」が，官制によって設置

され，通俗図書，幻灯・活動写真フィルム，通俗講演に

関する件を担当する３部会が設けられて，通俗教育の施

設方法等に関する調査研究の本拠となったが，これは，

同じ日，前述のごとき天皇制を脅やかしかねない自然主

義文学の流行を背景に制定されたとみられる「文芸委員

会官制」とも相俟って，「大逆事件」をきっかけとする

文部省による国民の思想対策とみなされている。これら

は，さしたる活動も行わないまま大正２年には，行政盤

理にともなって廃止されるが，その後再び現われる通俗

教育（社会教育）は，「思想善導政策」を強めてゆく方

向で発展させられることになる。

結び

こうして明治末期には，日露戦争後とくに著しい日本

社会の構造的変容及びそれにともなう天皇制の動揺・国

民大衆の意識の動揺を背景に，自由主義・個人主範・社

会主義といった天皇制国家主義体制の枠を逸脱ないし破

壊しかねない可能性を孕んだ動きが問題化しつつあった

とはいえ，帝国主義的国際環境の巾で，体制の再編・強

化は必死に押し進められ,「国体」論は以前にもまして禁

断の聖域として威力を強め，こうして「強権の勢力」が

「普く国内に行亘って」硬直化した「時代閉塞の現状」

(石川啄木，明43）が嘆かれることにもなったのである。

教育勅語・国定教科書をはじめとして，学校における

この時期に芽生えた「個人」を軸とする自覚，社会主

義，あるいはそうした方向での先駆的動きは，天皇制と

いう枠付きながら，やがて世界史的状況の展開とも相俟

って，次にくる大正期において比較的自由に開花し，大

正期を特徴づける－つの主要な要素をなすことになるわ

けであるが，これらにUM達しての教育界の動向等につい

ては，別刷に譲らなければならない。

註

1）すなわち，その原lluは家族主義であり，家一村落一

国家は，夫々に，また相互に家族主義的秩序として

把握され，こうして「M1素一致」が無矛盾的に了解

される。こうして個人は，この秩序に埋没させられ，

従って個人をjllihとする意識・行動は；この秩序への

樹威として意識されることは，いうまでもない。

2）教育勅語を承けての学ilill改革や，その後の産業社会

の発展を承けての学制の整備・拡充は，この時期に

も進行している（主として，初等・中等教育段階）

が，本稿では，これらについては触れない。従って

その様相理解の-11ｂとして，次の数字・年表を付記

しておく。

○学令児童就学率（文祁省『11本の成長と教育』に

拠る）

託％先

llll2466.72(男）32.23(女）50.31(平均）

明2７77.14４４．０７６１．７２

明3２85.06５９．０４７２．７５

明3３９０．５５７１．７３８１．４８

明3５９５．８０８７．００９１．５７

明4５９８．８０９７．６２９８．２３

○学制の改正・整Ｉｉｌｉ

明治24年中に，明治23年公布の「小学校令」に基

づいて多数の規定が公布された。

同じく明治24年中に、「師範学校令」の改正，「中

学校今」の改正

明治27年「高等学校今」公布

明治30年「師範教育令」公布

明治32年「中学校令」「実業学校令」「高等女学校

今」公布

明治32年「私立学校令」公布

明治33年「小学校令」改正（４年鑑務・無倣を原

ＩｌｌＩとする）

明治36年「専門学校令」公布

明治40年「小学校令」改正（６年義務-41年４月

より実施）
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Ｊ１している。

9）桐西光速『日本溢本王義発ｊｆ史』昭２９．３３５ペー

ジぅ

3）従来，「綱領」（改正教育令）・「大綱」（U]23下小学
校今）を示すだけで，具体化は府県にまかせてい

た「小学校教則」を文部大臣が定めることlこした。

（明３３．８小学校令改正，第28条）

同様に，中学校については，明３５．２中学校教授

要目（文謡省訓令)，高等女学校について'よ，明36.

３高等女学校教授要目（同前）が定められに。

４）民Ｎｉでは，伊沢修二や『時覗新搬』，学ルU研究会

などにこの動きが染られるし（『近代教育史』〔教育

学全ｊｌＳ３〕，小学館，９７ページ)，また尾崎行雄文:Ｈ１

は，目[１１採択ilill支持であった（『IJI治以降教育制陛

発述史』，第４巻，707ページ）という。

５）たとえば「かう・かふ・こう・こふ・くわう」と

いった|日仮名過いのかわりに，「こ－」といった，

いわゆる棒引仮名適いを採用。但しこれは，明猯

41年には,再び旧仮名遇いに逆戻りした｡

６）官版，教育勅語解説野ともいうべき譜

７）「天分をin'１唆して自己の実力を知り，それに応じ

て生活の限度を定め(分度)」「人を推しあげて自ら

譲る（推譲)」こと。（『広辞苑』）

８）’j治38年には，内赫・文部両省から「地方改良述

動」の一端として，地方１学年目1体の向上発達・誘披

指灘・設臓奨励等に関する地力災官へのjmlIll1が出さ
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